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臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 

 

 

 

株式会社 Ridge-i（代表取締役社長：柳原 尚史、以下「当社」）は、2026 年４月 20 日開催の取締役

会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日の設定につ

いて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

１．本臨時株主総会に係る基準日等について 

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026 年６月

１日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時

株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。 

 

（１）基準日   2026 年６月１日（月曜日） 

（２）公告日   2026 年５月 14 日（木曜日） 

（３）公告の方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。） 

          https://ridge-i.com/ 

 

２．本臨時株主総会開催予定日 

2026 年７月 15 日（水曜日） 

 

３．本臨時株主総会の付議議案等について 

当社が 2026 年３月 30 日に公表した「連結子会社の異動（株式譲渡）に関する基本合意書締結のお

知らせ」のとおり、当社は、当社の連結子会社である株式会社スターミュージック・エンタテインメ

ント（代表取締役：渡邊 祐平、以下「スターミュージック」）の株式の全部を SBI ホールディング

ス株式会社に譲渡すること（以下「本株式譲渡」）について、2026 年３月 30 日付で基本合意書を締

結しております。 

本株式譲渡を実行するにあたっては、当社が譲渡することを予定しているスターミュージックの株

式の帳簿価額が当社の総資産額の５分の１を超えるため、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の

改正を含みます。）第 467 条第１項第２号の２に基づき株主総会における特別決議により承認可決さ

れることが必要となります。 

このため、今後株式譲渡契約が締結された場合には、本臨時株主総会において本株式譲渡に関して

承認を得るため、「子会社株式の譲渡契約承認の件」を付議する予定です。付議議案及び開催場所等

の詳細につきましては、決定次第今後発送予定の臨時株主総会招集通知等でお知らせいたします。 

 

以 上 

 


